
 

 

 

 

 
 

 

夏休みの短縮と「二期制」の導入について 
 

ゴールデンウィークはどのような日でお休みなの？ 
 いよいよ明日から、子どもたちが（そして大人も！）楽しみにしていたゴールデンウィークです！！ 
せっかくの機会ですので、ご家庭でお子さんに「どうして休みなのか」話してください。 

〇 ４月２９日「昭和の日」 
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨としています。 

〇 ５月３日「憲法記念日」 
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としています。 
日本国憲法は、１９４７年（昭和２２年）５月３日に施行されました。日本国憲法は、「国民主権」「基本

的人権の尊重」「平和主義」の三つを基本理念としています。「国民主権」は国を治める主権は国民にあると
する考え、「基本的人権の尊重」は人間が生まれながらにして持っている人間らしく生きる権利は永久に保
障されるという考え、「平和主義」は戦争の放棄、戦力の不保持、軍備及び交戦権の否認、つまり外国と争
いが起きても平和的に解決するという考えで、どれも大切な考えです。 

〇 ５月４日「みどりの日」 
 「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを趣旨としています。 
〇 ５月５日「こどもの日」 
「子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨としています。 
子どものことを考えるとともに、お母さんに感謝する日でもあるのです。 

 

最も大切なことは「事故・事件に遭わない・起こさない」「自分の命は自分で守る」こと！ 
 ゴールデンウィークを楽しい日にするために、最も大切なことは「事故・事件に
遭わない・起こさない」こと、そして「自分の命は自分で守る」ことです。 
正しい自転車の乗り方を頭では知っていても、放課後や休みの日になると危険な

乗り方をしている子どもが見られます。小学生が交通事故に遭うのは、多くが自転
車による事故と、急な飛び出しによるものです。特に、５月になると交通事故が増
える傾向にあります。そこで、ご家庭で自転車の乗り方について確認をお願いしま
す。また、万が一に備え、ヘルメットもしっかりと着用させてください。 
なお、事故・事件に遭わない・起こさないために次の８点を大切にしています。 

○ 飛び出しは絶対にしないこと 
○ 車が止まったことを確認してから横断歩道を渡ること 
○ 十字路や交差点では一時停止をして左右を確認してから渡ること 
○ 自転車に乗る時は必ずヘルメットをすること 
○ 川や池、沼には絶対に入らないこと 
○ 知らない人には絶対についていかないこと 
○ 道路にある石を投げたり、けったりしないこと 
○ 午後５時までには家に帰っていること 
 

近くの危険個所の 

確認を！ 

危険個所マップ（暫 
定版）を送信しました。 
ゴールデンウィーク 

前に、家の近くの危険 
個所の確認にご活用く 
ださい。PDF版で詳細 
が確認できます。 
完成版は後日紙媒体 

で配付いたします。 
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 「自分の命は自分で守る」を意識して行動しよう 
  


